
令和７年度石川県保険者協議会 

（第２回） 
 
 

日 時 令和７年１１月１０日（月）１４時～       
場 所 石川県地場産業振興センター本館２階「第２研修室」 

 
 
 

次  第 
 
１ 開  会 

  会長あいさつ 

 

２ 協議事項 

（１）令和８年度石川県保険者協議会事業計画（案）及び負担金（概算） 

について（資料１） 

①事業計画（案）について 

②負担金（概算）について 

（２）国の「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に 

    係る「診療所の承継・開業支援事業」について（資料２） 

（３）マイナ保険証の利用促進について（資料３） 

 

３ その他 

   石川県の医療費について（資料４） 



任期　令和7年4月1日～令和9年3月31日

職　　　　名

澁 谷 工 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 西 村 聡

北 陸 情 報 産 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 梨 野 昌 美

け い じ ゅ
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 松 田 久 良 （欠）

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

支 部 長 赤 澤 信 秀 （欠）

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企 画 総 務 部 長 井 花 繁

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企画総務グループ長 中 村 将 俊

公 立 学 校 共 済 組 合
石 川 支 部

事 務 長 北 村 友 紀 （欠）

金 沢 市
市 民 局

保 険 年 金 課 長 松 下 有 宏
　代理
　　　課長補佐　梶崎　秀孝

珠 洲 市 市 民 課 長 高 田 吉 明

白 山 市
健 康 福 祉 部

保 険 年 金 課 長 東 庸 子

津 幡 町
町 民 生 活 部

町 民 課 長 福 田 雅 一

石 川 県 医 師
国 民 健 康 保 険 組 合

事 務 長 松 本 季 之

石 川 県 後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連 合

事 務 局 長 小 﨑 隆 司

健 康 福 祉 部 次 長
兼 健 康 推 進 課 長

相 川 広 一 （欠）

医 療 支 援 課 長 関 渉
　随行
　　  専門員　中村　知貴

石川県国民健康保険
団 体 連 合 会

常 務 理 事 大 畠 秀 信

《 オブザーバー 》

職　　　　名

理 事 長 尾 信

副 会 長 佐 藤 修

理 事 橋 本 寿美子

《 事務局 》

職　　　　名

地域医療政策課 課長 細 木 信 哉

地 域 医 療 政 策 課
課 長 補 佐

辻 村 友 和

地 域 医 療 政 策 課
専 門 員

杉 本 圭 亮

健康 推進 課 専 門員 太 田 真理子

医療支援課 主任主事 須 藤 綾

事 務 局 長 小 嶋 一 彦

健 康 づ く り 支 援 課 長 荒 木 早 苗

健 康 づ く り 支 援 課
担 当 課 長

前 田 理 子

健 康 づ く り 支 援 課
健 康 づ く り 支 援 係 長

中 本 悠

石 川 県 保 険 者 協 議 会 出 席 者 名 簿

区　　　　　　分 所　 　　属
委　　　員

備　　　考
氏　　　　名

健康保険組合連合会
支 部 等 　随行

　　健康保険組合連合会
　　　　　　　　石川連合会
　　　事務局長　髙島　淳

全 国 健 康 保 険 協 会

石 川 県 医 師 会

共 済 組 合 保 険

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連 合

石 川 県
石 川 県
健 康 福 祉 部

国 民 健 康 保 険
団 体 連 合 会

所　    　　属 氏　　　　名 備　　　考

石 川 県 歯 科 医 師 会

石 川 県 栄 養 士 会

所　    　　属

石川県国民健康保険団体連合会

備　　　考

石 川 県 健 康 福 祉 部

氏　　　　名



石川県保険者協議会設置運営規程 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会（以下「協議会」という。）は、石川県内の保険者

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２

項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）

の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、

それに基づく取組の推進等を図るとともに、石川県医療費適正化計画の策定

または変更、同計画の実施についての石川県への協力、石川県医療計画の策

定または変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。 

 （事業） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う

ものとする。 

（１） 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他

の関係者間の連絡調整

（２） 保険者に対する必要な助言または援助

（３） 医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析

（４） 医療費適正化計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った

調査及び分析の結果等に基づく意見提出

（５） 医療費適正化計画の実施についての石川県への協力

（６） 医療計画の策定変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析

の結果等に基づく意見提出

 （構成） 

第３条 協議会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員をもって構成す

る。 

（１） 石川県を代表する者 ２名 

（２） 健康保険組合連合会支部等を代表する者 ３名 

（３） 全国健康保険協会石川支部を代表する者 ３名 

（４） 国民健康保険の保険者たる市町及び石川

県医師国民健康保険組合を代表する者  ５名 

（５） 国民健康保険団体連合会を代表する者 １名 

（６） 共済組合支部を代表する者 １名 

（７） 後期高齢者医療広域連合を代表する者 １名 

２ 協議会は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び栄養士会を代表

する者、学識経験者並びに企業及び大学等の関係者等の参画及び助言を求め

ることができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提

出し、推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 
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（運営） 

第５条 協議会には、会長１名、副会長２名及び監事１名を置くこととし、委

員の中から互選する。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

４ 監事は会計監査及び業務執行状況を監査し、定期的に監査報告を行う。 

５ 会長、副会長、監事が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わら

ず後任者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後

任者が就任するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、

前任者が従前の職務を行うものとする。退職者の職務については、会長又は

副会長がその職務を行うものとする。 

（会議） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が座長となる。 

（作業部会の設置） 

第７条 協議会には、第２条の具体的実施の検討を行うため、作業部会を設置

する。 

２ 作業部会は、協議会から付託された事項について調査審議し、その結果を

協議会に報告する。 

３ 前項の定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（議事） 

第８条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ

とができない。 

２ 協議会の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

（費用の負担） 

第９条 第２条に掲げる事業実施に要する費用については、協議会を構成する

関係者が応分に負担する。 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理

する。 

２ 事務局に関し必要事項は、会長が別に定める。 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附 則 
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この規程は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。  

附 則 

この規程は、平成２０年７月７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年６月１８日から施行し、平成２７年４月１日から

適用する。  

２ 第９条に定める経費については、国から助成を受けられる間については、

当該助成額を控除して得た額とする。 

附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 第９条に定める経費については、国から受ける助成額を控除して得た額と

する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成３１年１月２９日から施行する。ただし、第３条第１項

の改正規定及び次項の規定は、同年４月１日から適用する。 

２ 石川県保険者協議会設置運営規程の一部を改正する規程（平成２８年２月

２９日決定）の附則の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「助成を受けられる間については、当該」を「受ける」に改

める。 
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石川県保険者協議会作業部会運営要領 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会規程第７条の規定に基づき、石川県保険者協議会作業

部会（以下「作業部会」という）を設置し、石川県保険者協議会（以下｢協議会｣

という。）から付託された事項について調査・審議することにより、協議会の円

滑な運営に寄与することを目的とする。 

（任務） 

第２条 作業部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を

行う。 

（１）石川県内における医療費の調査、分析、評価に関すること。

（２）各保険者の保健事業の共同実施に関すること。

（３）各保険者の独自保健事業についての調査及び情報交換に関すること。

（４）その他目的達成に必要な事項に関すること。

（構成） 

第３条 作業部会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員若干名をもって構

成する。 

（１） 健康保険組合関係者

（２） 全国健康保険協会関係者

（３） 国民健康保険関係者

（４） 共済組合関係者

（５） 後期高齢者医療広域連合関係者

（６） 石川県関係者

２ 作業部会は、必要に応じて関係者の参画及び助言を求めることができる。

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提出し、

推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第５条 作業部会には、部会長１名、副部会長１名を置くこととし、部会委員の中

から互選する。 

２ 会議は、必要に応じて協議会会長が召集し、部会長がその座長となる。 

３ 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。 
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４ 部会長、副部会長が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わらず後任

者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後任者が就任

するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、前任者が従前

の職務を行うものとする。 

（費用の負担） 

第６条 作業部会の運営等に要する経費については、作業部会を構成する関係者が

応分に負担する。 

（事務の処理） 

第７条 作業部会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に必要な事項は、協議会会

長が別に定める。 

附  則 

この要領は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附  則 

この要領は、平成２０年７月７日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２０年１０月３０日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成３１年１月２９日から施行する。 
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当

初
予

算
比

較
節

区
分

歳
入

合
計

説
明

高
齢

者
医

療
制

度
円

滑
運

営
事

業
費

補
助

金
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金
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金
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
総

務
費

38
5

3
79

6

1
総

務
管

理
費

38
5

3
79

6

1
一

般
管

理
費

38
5

3
79

6

2
人

件
費

25
6

保
険

者
協

議
会

・
作

業
部

会
25

6

9
旅

費
15

委
員

等
旅

費
15

11
需

用
費

21
消

耗
品

費
、

事
務

連
絡

費
21

12
役

務
費

27
電

話
料

、
郵

便
料

、
手

数
料

27

14
使

用
料

及
び

賃
借

料
66

会
場

等
借

料
60

コ
ピ

ー
使

用
料

6

2
事

業
費

1,
67

4
1
,6

73
1

1
事

業
費

1,
67

4
1
,6

73
1

1
調

査
研

究
費

1,
67

4
1
,6

73
1

2
人

件
費

53
0

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
32

0

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
21

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
（
被

用
者

保
険

集
合

契
約

の
締

結
）

61

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
12

8

8
報

償
費

42
4

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
33

3

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
91

9
旅

費
24

4
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
等

推
進

支
援

事
業

19
4

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
50

11
需

用
費

31
消

耗
品

費
、

事
務

連
絡

費
、

印
刷

製
本

費
31

12
役

務
費

59
郵

便
料

、
通

信
運

搬
費

、
手

数
料

59

13
委

託
料

18
1

ポ
ス

タ
ー

作
成

委
託

費
10

9

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

委
託

費
72

14
使

用
料

及
び

賃
借

料
20

5
会

場
等

借
料

12
0

コ
ピ

ー
使

用
料

70

自
動

車
借

上
げ

15

3
諸

支
出

金
22

6
2
26

0

1
諸

支
出

金
22

6
2
26

0

1
返

還
金

22
6

2
26

0

1
返

還
金

22
6

国
庫

補
助

金
返

還
金

22
6

4
予

備
費

1
1

0

1
予

備
費

1
1

0

1
予

備
費

1
1

0
1

予
備

費
1

予
備

費
1

2,
28

6
2
,2

79
7

節
説

明
区

分

歳
出

合
計

令
和

7
年

度
当

初
予

算
比

　
較

［
歳

　
出

] 款
項

目
令

和
8
年

度
当

初
予

算
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(参考)令和７年度第１回保険者協議会資料

資料１ 参考資料 
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参考資料１ 
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令和７年度データヘルス計画学習会（第１回）アンケート集約結果

北國FHD

情勢等現在の状況を知ることや、市町村国
保等の保険者さんと情報交換ができて良
かったです。

データヘルス計画については、現時点
でいろいろな保健事業を実施しており、
引き続き取り組みたいです。

北陸鉄道

・国の社会保障制度が時代背景に沿って変
化していることを理解した。
・食品ランキングでの金沢市の位置を知るこ
とにより、生活習慣病の予防を改めて意識
していかなければならないと感じた。
・各市町や企業の医療費の推移や各データ
の変化、受診率向上など工夫されているこ
とを知った。当健保組合のデータも振り返
り、年々良くなっているデータ、まだまだ改
善が必要な点がよく分かったため、今後の
保健事業に活かしていけたらと思う。

・今後働く女性の健康支援として保健事
業(セミナー)を開催予定だが、プレセプ
ションケアの概念を学び、性別問わず男
性にも性と健康に関する知識・情報を提
供していきたいと思った。

・当健保組合のデータを経年で確
認し、これまで実施してきた保健事
業を評価した。
・他健保組合と保健事業について
情報交換を行った。

津田駒

茅山先生がプレコンの話を長々とするとは
思わなかった。
（今次の最優先課題なんだろう）

・保健事業インセンティブの再検討
令和7年度は保健指導参加者のう

ち、2Kg2cm達成者にはクオカードを
進呈することとした。

小松マテーレ

　健康保険組合の仕事に就いたばかりなの
で、健康保険の取り組みや変遷だけでなく、
社会保障制度全体の流れを体系的に解説
してもらえたので参考になった。実務経験を
重ねてから、ぜひもう一度解説を聞きたい。

　保険者ごとの医療費内訳や有所見の状況
を比較できたことで、当健保の課題が把握
できた。事業所と共有し今後の取り組みの
参考にしていきたい。

・当健保の課題を事業所と情報共有
・当健保の現状把握

・事業所保健師と情報共有
・2022年4月～の医療費分析を調査
会社へ委託し実施中

情報産業

　生活習慣病の発症予防や重症化予防とし
て、４０歳以上を対象とした特定健診・特定
保健指導を行ってきたが、２０～３０歳代の
女性のやせの割合や、低出生体重児の割
合が増加していることを知り、年齢や性別に
かかわらず、健康管理を促していくことが必
要だとわかった。

　４０歳未満の健診データ入手の方法を
考え、自組合全体の健康状態の把握を
し、どのような取り組みが必要かを考え
られるように少しずつ準備を進めていき
たい。

けいじゅ

　初めて参加しましたが、あっという間の3時
間でした。トレンドを端的にまとめていただ
いているので、わかりやすく、他健保の方と
話す機会があって新鮮でした。

① 北鉄さんの被扶養者健診率向上の
ための施策を聞いて、取り入れたい。
② 茅山先生が、特定健診の有所見の
状況を40-64歳を具体的に考察され、会
場と共有されましたが、当健保は女性
割合が高いので、女性の40-64歳で比
較する。
③ 女性のヤセについて、当健保の数字
出してみる。

　上記、②について比較資料を作
成、③は当健保の20～35才の女性
のヤセ率を出し、理事会組合会で
報告しました。
　今後女性のヤセについて、保険
事業で何かできるか検討することに
なりました。

公立学校共済

　市町の担当の方や他の被用者保険担当
の方と、お話する機会が無いのでとても貴
重な会でした。
　体は妊娠期の母体から見ていかないとい
けないこともとても勉強になりました。

それぞれいろいろな取り組みがなされて
いてとても勉強になります。
当組合の課題についてもっとアイデアを
出していきたいと思いました。

警察共済

　約60年前と比べると国保と被用者保険等
の割合で国保が大幅に下がっており、今後
も、年金法の改正に伴いさらに国保の人口
が減ることが予想されることを学んだ。
　女性のやせの割合がどんどん増えてお
り、20～30代では約５人に１人が痩せている
ためエネルギー栄養素等が十分にとれず低
出生体重児の割合も増えていることを聞き
食事の大切さを学んだ。

特定健診の受診率を上げるために社長
の写真を使い受診を呼びかけている企
業があり、職員の意識増進に良いと
思ったので、今回を参考に特定健診に
限らず意識向上のアイデアを考えたい
と思った。

保険者名 実践したこと実践しようと思ったこと感想

- 3 -



H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

北陸鉄道 津田駒

南加賀 小松市 能美市 小松市 能美市 能美市 能美市 小松市 能美市 能美市

能美市

石川中央 内灘町 野々市市 白山市 津幡町

津幡町 内灘町

能登中部 志賀町 宝達志水町 宝達志水町 珠洲市 志賀町 中能登町 志賀町 中能登町

能登北部 羽咋市 中能登町

11/13～15 9/19～21 7/9～11 10/20～22 11/17､18
11/10、
29､30

10/10､11､
11/8

10/30､
11/28､29

9/10､
11/12､26

実
施
保
険
者

二
次
医
療
圏

実施時期

被用者保険者

参考資料２ 
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年
齢

実
施

年
度

健
診

受
診

日

健
診

機
関

1
7
1
.2

1
7
1
.2

1
7
1
.2

1
7
1
.5

1
7
0
.8

7
0
.0

6
9
.8

6
8
.5

6
9
.7

7
0
.8

2
3
.9

2
3
.8

2
3
.4

2
3
.7

2
4
.3

8
6
.5

8
5
.2

8
2
.9

8
7
.6

8
5
.3

3
7

5
4

4
9

6
2

4
5

7
2

6
3

7
5

8
2

7
5

2
5

2
3

2
7

2
0

2
3

3
0

3
0

3
5

2
5

2
3

3
3

4
9

4
9

4
3

3
9

収
縮

期
1
3
4

1
3
3

1
3
0

1
2
8

1
4
0

収
縮

期

拡
張

期
9
5

8
8

1
0
0

9
9

8
5

拡
張

期

7
.4

7
.3

8
.2

7
.5

7
.1

1
0
1

1
0
2

1
0
1

1
0
9

1
0
0

5
.7

5
.6

5
.6

5
.7

5
.6

9
6

8
7

1
0
4

1
0
2

9
2

0
.9

5
0
.9

8
1
.0

2
0
.9

8
0
.9

1

6
7
.6

6
4
.9

6
1
.8

6
4
.2

6
9
.2

4
6

4
3
.5

4
6
.9

4
7
.9

4
1
.4

1
5
.3

1
4
.1

1
5
.3

1
5
.5

1
3
.8

氏
名 健

診
経

年
結

果
一

覧

4
8
歳

4
9
歳

5
0
歳

5
2
歳

健
診

機
関

R
3
.5

.1
2

R
4
.5

.1
1

R
5
.5

.1
0

R
7
.5

.1
6

健
診

受
診

日

年
齢

R
0
3
年

度
R

0
4
年

度
R

0
5
年

度
R

0
7
年

度
実

施
年

度

検
査

項
目

基
準

値
空

腹
空

腹
空

腹
空

腹
検

査
項

目

腹
囲

男
　

～
8
5
c
m

未
満

女
　

～
9
0
c
m

未
満

腹
囲

中
性

脂
肪

空
腹

 ～
1
4
9
m

g/
㎗

食
後

 ～
1
7
4
m

g/
㎗

中
性

脂
肪

H
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

4
0
～

m
g/

㎗

身
体

の
大

き
さ

身
長

身
長

体
重

体
重

B
M

I
1
8
.5

～
2
4
.9

B
M

I

～
5
0
IU

/
ℓ

γ
-
G

T
（
γ

-
G

T
P

）

内 皮 障 害

血
圧

1
3
0
m

m
H

g未
満

血
圧

8
0
m

m
H

g未
満

尿
酸

～
7
.0

m
g/

㎗

内 臓 脂 肪 の 蓄 積

尿
酸

H
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

A
S
T
（
G

O
T
）

～
3
0
IU

/
ℓ

A
S
T
（
G

O
T
）

A
L
T
（
G

P
T
）

～
3
0
IU

/
ℓ

A
L
T
（
G

P
T
）

そ
の

他
の

動
脈

硬
化

の
危

険
因

子

L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

～
1
1
9
m

g/
㎗

L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

n
o
n
-
H

D
L

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
～

1
4
9
m

g/
㎗

n
o
n
-
H

D
L

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル

－
－

－
－

血 管 へ の 影 響 （ 動 脈 硬 化 の 危 険 因 子 ）
イ ン ス リ ン

抵 抗 性

血
糖

～
9
9
m

g/
㎗

血
糖

H
bA

1
c

（
N

G
S
P

）
～

5
.5

％
H

bA
1
c

（
N

G
S
P

）

尿
糖

－
尿

糖

γ
-
G

T
（
γ

-
G

T
P

）

－
－

－
－

血 管 変 化

腎
臓

血
清

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

　
 男

　
～

1
.0

m
g/

㎗
　

 女
　

～
0
.7

m
g/

㎗

e
G

F
R

（
糸

球
体

ろ
過

量
）

6
0
～

m
l/

m
in

/
1
.7

3
㎡

尿
蛋

白
－

尿
潜

血
－

尿
潜

血

不
完

全
右

脚
ブ

ロ
ッ

ク
所

見
な

し
所

見
な

し
心

電
図

脳
眼

底
検

査
所

見
な

し

心
臓

心
電

図
所

見
な

し
所

見
な

し

（
標

準
的

な
質

問
票

）
喫

煙
習

慣
な

し
な

し
な

し
な

し
喫

煙
習

慣

眼
底

検
査

血
管

の
易

血
栓

化

ヘ
マ

ト
ク

リ
ッ

ト
男

 3
8
.5

～
4
8
.9

％
女

 3
5
.5

～
4
3
.9

％
ヘ

マ
ト

ク
リ

ッ
ト

血
色

素
（
ヘ

モ
グ

ロ
ビ

ン
）

男
 1

3
.1

～
1
6
.3

g/
㎗

女
 1

2
.1

～
1
4
.5

g/
㎗

保
健

指
導

区
分

積
極

的
支

援
積

極
的

支
援

な
し

積
極

的
支

援
保

健
指

導
レ

ベ
ル

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

判
定

予
備

群
予

備
群

非
該

当

C
K
D

重
症

度
分

類

5
1
歳

R
0
6
年

度

R
6
.5

.8

空
腹

－ －

C
K
D

重
症

度
分

類

予
備

群
メ

タ
ボ

判
定

血
色

素
（
ヘ

モ
グ

ロ
ビ

ン
）

尿
蛋

白

血
清

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

e
G

F
R

（
糸

球
体

ろ
過

量
）

左
軸

偏
位

な
し

予
備

群

積
極

的
支

援

（
保
健
指
導
同
行
者
）
 

【
研
修
で
の
学
び
】
 

健
診
デ
ー
タ
の
読
み
取
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
の
健
診
デ
ー
タ
を
異
常
値
の
部
分
だ
け
を
見

る
の
で
は
な
く
、
経
年
結
果
一
覧
を
み
て
デ
ー
タ
の
変
化
や
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
整
理
し

な
が
ら
読
み
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
分
か
ら
な
い
情
報
を
整
理
し
て
対
象
者
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
も

大
切
で
あ
る
と
学
ん
だ
。
 

ま
た
自
分
で
基
礎
的
な
知
識
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
い
な
い
と
、
対
象
者
に
説
明
で
き
な
い
と
思
っ
た
。

相
手
に
理
解
し
や
す
い
、
想
像
し
や
す
い
表
現
に
置
き
換
え
て
説
明
す
る
こ
と
や
、
写
真
や
図
で
身
体
の
中

を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
な
ど
工
夫
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。
 

た
だ
漠
然
と
食
べ
す
ぎ
、
飲
み
す
ぎ
と
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
今
自
分
の
取
っ
て
い
る
カ
ロ
リ
ー
を
一
緒

に
計
算
し
て
み
る
こ
と
や
、
普
段
よ
く
食
べ
て
い
る
も
の
の
カ
ロ
リ
ー
や
塩
分
・
糖
分
・
ア
ル
コ
ー
ル
量
な

ど
を
具
体
的
な
数
字
で
提
示
す
る
こ
と
で
本
人
に
自
覚
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
効
果
的
で
あ
る
と
学
ん

だ
。
 

保
健
指
導
は
ま
ず
は
対
象
者
に
し
っ
か
り
自
分
の
身
体
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う

こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
こ
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
行
動
変
容
や
行
動
継
続
に
繋
が
ら
な
い
と

感
じ
た
。
 

ま
た
相
手
に
ど
う
す
る
か
押
し
つ
け
る
よ
う
な
指
導
で
は
な
く
、
相
手
に
選
択
し
て
も
ら
う
よ
う
な
投
げ

か
け
方
や
、
「
今
な
ら
間
に
合
う
」
「
今
が
チ
ャ
ン
ス
！
」
な
ど
対
象
者
が
前
向
き
に
な
れ
る
よ
う
な
姿
勢

で
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
学
ん
だ
。
 

【
今
後
の
課
題
】
 

ま
ず
基
礎
知
識
を
し
っ
か
り
学
習
し
、
対
象
者
の
デ
ー
タ
を
見
な
が
ら
そ
の
方
の
身
体
の
中
で
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
を
整
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
今
回
の
研
修
で
拡
張
期
血
圧
が
高
い
意
味
や
、
H
b
A
1
c
 
が
そ
れ
ほ

ど
高
く
な
い
の
に
空
腹
時
血
糖
が
高
い
と
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
な
ど
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
、
対

象
者
一
人
一
人
の
デ
ー
タ
を
読
み
取
る
中
で
学
習
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
デ
ー
タ
の
読
み
取
り
か
ら
対
象
者
の
健
康
課
題
を
考
え
、
優
先
順
位
や
そ
の
対
象
者
の
興
味
な
ど
か

ら
教
材
選
び
や
ポ
イ
ン
ト
の
絞
っ
た
指
導
を
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
 

今
後
実
際
に
保
健
指
導
を
通
し
て
、
対
象
者
の
指
導
の
受
け
入
れ
が
悪
か
っ
た
り
無
関
心
で
あ
っ
た
り
と

指
導
に
苦
渋
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
都
度
対
象
者
の
反
応
を
み
な
が
ら
自
分
の
指
導
内
容
を
振

り
返
り
、
よ
り
よ
い
指
導
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
。
 

（
保
健
指
導
同
行
者
）

今
回
の
研
修
を
通
じ
て
、
健
康
診
断
デ
ー
タ
の
活
用
に
お
い
て
重
要
な
視
点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
ず
、
健
診
デ
ー
タ
は
単
年
度
の
異
常
値
の
み
を
確
認
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
結
果
と
比
較
し
な

が
ら
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
理
解
し
ま
し
た
。
経
年
変
化
を
み
る
こ
と
で
、
単
な
る
数
値

の
上
下
で
は
な
く
、
身
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
か
を
対
象
者
と
一
緒
に
考
え
る
姿
勢

が
必
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
 

ま
た
、
デ
ー
タ
は
一
つ
一
つ
の
数
値
を
個
別
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
他
の
臓
器
へ
の
影
響
や
関
連
性
を
含

め
て
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
基
礎
的
な
知
識
だ
け
で
な
く
、
最
新
の
研
究
デ
ー
タ

や
エ
ビ
デ
ン
ス
も
交
え
な
が
ら
伝
え
て
い
く
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
と
学
び
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
対
象
者
に

と
っ
て
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
、
わ
か
り
や
す
い
イ
ラ
ス
ト
や
図
解
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
自
分
の

身
体
の
状
態
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
り
、
納
得
感
の
あ
る
指
導
に
つ
な
が
る
と
感
じ
ま
し
た
。
 

食
生
活
や
活
動
量
に
関
し
て
も
、
漠
然
と
「
食
べ
過
ぎ
」
「
運
動
不
足
」
と
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の

食
事
内
容
や
活
動
量
を
カ
ロ
リ
ー
や
糖
分
、
ア
ル
コ
ー
ル
量
な
ど
の
数
値
で
表
す
こ
と
で
、
対
象
者
が
具
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
、
自
覚
や
気
づ
き
に
つ
な
が
る
と
学
び
ま
し
た
。
保
健
指
導
に
お
い
て
は
、
指
導
者
が

一
方
的
に
行
動
変
容
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
対
象
者
自
身
が
自
発
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
支
援
を

心
が
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
行
動
変
容
が
持
続
し
や
す
く
な
る
の
だ
と
実
感
し
ま
し

た
。
 

今
回
の
研
修
を
通
し
て
、
健
康
診
断
デ
ー
タ
の
読
み
取
り
と
保
健
指
導
の
実
践
に
お
い
て
、
多
角
的
な
視

点
と
柔
軟
な
関
わ
り
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
は
、
学
ん
だ
内
容
を
実
務
に

活
か
し
、
対
象
者
一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
っ
た
支
援
が
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

被
用

者
保

険
者
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１ 目　的　　

２ 実施主体　　
　石川県、石川県保険者協議会、石川県医師会

３ 周知方法
・保険者協議会、県医師会、産保センター等を通して関係機関へ周知
・県から市町、保健福祉センター、特定保健指導委託機関（国保直営以外）へ周知
・県ホームページに掲載

４ 研修日程・内容等

＜初任者研修（保健指導経験年数３年未満）＞

１日目
分

5

２日目
分

＜実践者研修（保健指導経験年数３年以上）＞ 

１日目
分

15

２日目

保健指導研修会を受講することで、実践者研修２日目を受講したものとみなした

挨拶・オリエンテーション

70 糖尿病に関する保健指導のポイント
竹田内科クリニック

　院長　竹田　康男 氏

120 保健指導の実際

広島大学

　客員教授　 　茅山　加奈江　氏

石川県国民健康保険団体連合会

　健康づくり支援課　担当課長　前田　理子　氏

月日・場所 内　　容 講　　師

40 運動指導のポイント
　理学療法士　矢部　拓哉　氏

月日・場所 内　　容 講　　師

令和７年
９月５日（金）

30
特定健診・特定保健指導の基本的事項

石川県健康福祉部健康推進課
石川県の課題

　理事　小林　憲一 氏

金沢医科大学
50 禁煙指導のポイント

石川県栄養士会

　管理栄養士　櫻井　千佳　氏

芳珠記念病院

　内科部長　臼倉　幹哉 氏

　非常勤講師　中島　素子　氏

90 食事指導のポイント

60 生活習慣病の基礎知識

40 歯の健康に関する保健指導のポイント
石川県歯科医師会 公衆衛生部 

70 保健指導の評価
金沢医科大学

　客員教授　中川　秀昭 氏

　医療保険者による「特定健診・特定保健指導」が円滑に実施されるよう、健診・保健指導従事者を対象に「標準
的な健診・保健指導プログラム(令和６年度版)」に基づいた研修会を行い、生活習慣病予防対策全体を効果的に
推進できる人材を育成する。

令和７年
９月２２日(月)

オンライン

時間

9:15～9:20

石川県理学療法士会

月日・場所 内　　容 講　　師

令和７年
８月２６日（火）

挨拶・オリエンテーション

令和７年度特定健診・特定保健指導従事者研修会について

9:20～10:50

11:00～12:00

13:00～13:40

13:50～14:40

14:50～15:30

オンライン

オンライン

県リハビリテー
ションセンター
４階大研修室

時間

13:30～14:00

14:00～16:00

時間

13:30～13:45

13:45～14:55

15:00～16:10

参考資料３ 
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５　令和７年度参加者の状況
＜初任者研修＞ （　）内：初参加者

＜実践者研修＞ （　）内：初参加者

６　修了証書の交付（予定含む）※希望者のみ （　）内：初参加者

７　今後の研修会について

39 (25)

　国は、特定保健指導の外部委託に関する基準として、特定保健指導実施者が一定の研修を修了してい
ること、また、当研修の元となる国の「健診・保健指導担当者の資質向上推進事業実施要綱」におい
て、研修は６年ごとに受講することが望ましいとしている。

　新たに特定保健指導に従事する方への基本的事項を学ぶための初任者研修、既に業務に従事している
方へのスキルアップを図る機会となる実践者研修を、今後も引き続き開催してまいりたい。

その他 計

11 (6) 1 (1)

(1)

1

0 (0)

(0)

(0) 1 (1) 2

(7)

2

1 (0)

(4) 4 (2) 1 (1) 11

管理栄養士・栄養士 看護師 医師保健師

(13)

(1)

その他 計

17 6 (3) 23 (16)

2 (1)

(1)

保健師

(6)

(1)

(1)

(1)

(11)

(2)

計医師

4

その他看護師

1

4

(5)6(9)

(3)

(1)1

管理栄養士・栄養士

(4)

(4)

(1)

(30)

21 (11)

11

(4)

(1) 5

1

3

15

2

47

6

1

(1)

(1)

30

16

3

5

1

4

(16)

(3)

(1)1

(4)

6

1

27 (18)

保健師

(2)

0 (0)

管理栄養士・栄養士 看護師

3 (2)

2 4 (3)

1

3

(1)

医師

0 (0)

1

6 (4)

10 (7)

0 (0)

6 4 (3)(4)

医療機関

健診機関

県

その他

市町国保

保険者（市町国保以外）

市町国保

保険者（市町国保以外）

医療機関

健診機関

県

その他

計

計

市町国保

保険者（市町国保以外）

医療機関

健診機関

県

その他

計
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令和７年度作業部会への付託事項の報告及び今後の活動方針の検討 

付託内容 作業部会における対応と結果 作業部会での意見 

○特定健診受診啓発と

いう目的は継続し、新た

なテーマの検討 

※国庫補助申請事業

○各委員よりテーマ案を持ち寄

り、作業部会でテーマを決定。 

○ポスターによる啓発に効果は

あるのか検証し、配布先やポスタ

ー以外のツールについて検討す

べきではないか。 

平成２０年度に特定健診開始以降、保険者協議会として県内構成保険者への特定健診の周

知と受診啓発を目的に作成を開始。令和４年度より現行のデザインに変更し、テーマ部分を

作業部会で検討、変更しながら毎年度ポスター作成及び配布を継続してきた。 

(配布先・配布数は別添資料参照) 

国保連合会：テレビスポットＣＭ(15 秒)の放映（例年６月） 

新聞広告の掲載（Ｒ５、６年８月末頃１回掲載 第１社会面下５段半） 

※Ｒ４以前は３回掲載

各市町国保：各市町広報掲載、各種通知等の発送時に受診勧奨同封 

受診行動へのインセンティブ(健康ポイント等)

新規加入手続き時の窓口での勧奨、保健指導時の健診啓発等 

被用者保険：受診券を個人(本人・被扶養者)宛に自宅へ発送 

受診行動へのインセンティブ付与(クオカード配布等) 

・被用者保険においては、各保険者の受診率目標である受診率を概ね達成しているものの構

成保険者によっては、被扶養者の受診率を重点事業としている所もある。 

・ポスターの主な対象は、事業主健診として健診の機会を設けられる被用者保険よりも、地

域で健診を受診する被扶養者、市町国保、後期高齢者と考えられるが、毎年のポスター掲

示より健診時期、及び健診に向けた健康管理意識の想起について一定の役割を果たしてい

ると考える。

健診の受診率は、様々な取り組みより向上してきているため、ポスター単一の効果測定

は困難。しかし、取組みから十数年が経過していることから、他保険者・他県の取組を調

査しつつ、より効果的効率的な取り組みについて検討することも必要ではないか。 

協議事項(４) 今後の活動方針について 

参考資料４ 
(参考)令和７年度第１回保険者協議会資料
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部 数 備　考

健康保険組合連合会石川連合会等 16
健保連石川連合会　5部（予備含）
健康保険組合　11組合×1部

全国健康保険協会石川支部 20 要求部数に応じ配布

共済組合保険 12 4組合×3部

石川県内市町国保 57 19市町国保×3部 

石川県医師国保組合 3

石川県後期高齢者医療広域連合 3

石川県健康福祉部健康推進課 3

石川県医師会 280
郡市医師会（金沢市医師会除く）
237機関＋予備43

金沢市医師会 210 金沢市内医療機関　178機関＋予備32

石川県薬剤師会 500

加賀支部　　 32機関
小松・能美支部 66機関
白山・ののいち支部　76機関
金沢支部　　  208機関
河北支部　　 32機関
羽咋支部　　 15機関
七尾・鹿島支部 23機関
輪島支部　　    5機関
鳳珠支部      13機関
※上記9支部に予備各2部

本部予備12

石川県商工会連合会 21 県内各市町商工会に配布

石川県スーパーマーケット連絡協議会 98 11社（加盟店舗）

石川県公衆浴場業生活衛生同業組合 40 38社（加盟店舗）

その他（国保連合会内掲示） 4

1,267

83

1,350総数

配布先

配付枚数計

予備
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【特定健診受診率向上の取組について】 

今後の取組内容の検討 

１．啓発ポスターの作成について－啓発事業の取組内容としての検討 

２．特定健診受診率向上の取組についての検討 

１．啓発ポスターの作成について

 令和７年４月２５日開催の作業部会において、ポスターによる啓発の効果を

検証し、配布先や他のツールも検討すべきと意見があり、他県保険者協議会に

おける取組内容を調査した。 

〔他県保険者協議会の特定健診受診率向上対策の取組〕 

長崎県－Ｒ６ 受診率向上に係るポスターデータ掲載 

鳥取県－（厚生労働省ＨＰ掲載） 

Ｒ１ 地域の医師会と連携した特定健診受診率向上に資する保険者 

協議会の取組 

（市町国保） 主治医からの健診受診勧奨 

勧奨チラシの作成 － １医療機関２００部配布 

〔他県保険者協議会のその他の啓発事業の取組〕 

山形県－共同広報キャンペーン 

第 20 回 特定保健指導の利用促進について(R4.6～R4.8) 

第 24 回 マイナ保険証の利用促進について(R6.5～R6.7)

第 25 回 糖尿病重症化予防について(R6.11～R7.1) 

第 26 回 ジェネリック医薬品とバイオシミラーの利用促進(R7.5～R7.7) 

第 27 回 やまがた減塩・ベジアッププロジェクト(R7.11～R8.1) 

東京都－啓発資材 

①被用者保険向け啓発資材－健保組合からのお知らせ

～加入者向けパンフレット 

②禁煙週間 －ＣＯＰＤ 

③健診増進普及月間－野菜、運動等

④乳がん月間

⑤糖尿病予防月間 －血糖コントロール、発症予防

職域担当者向けパンフレット 

⑥後発医薬品使用促進月間 －後発医薬品啓発ポスター

- 11 -



〔事務局案〕 

①ポスター作成の継続 

・従来どおり継続 

（メリット）  医療機関や調剤薬局、企業店舗等に幅広く周知できる 

（デメリット） 費用対効果が不明 

・ホームページ上での展開のみ実施 

（メリット）  費用が安価 

（デメリット） 展開がホームページの閲覧者に限られる 

②啓発活動として発展的に事業を展開（ホームページに掲載） 

（メリット）  課題に合った広報を横展開することが可能 

（デメリット） 展開がホームページの閲覧者に限られる 

 

２．特定健診受診率向上の取組について 
〇みなし健診実施に向けた取組 
 

〔検討の経緯〕 

令和５年度第３回協議会において、石川県後期高齢者医療広域連合より、ポ

スターにみなし健診の活用について文面を追加したいと意見があったが、みな

し健診について、被用者保険では未対応であり、受診啓発ポスターにそぐわな

いことから、令和６年５月２０日開催の作業部会で取り下げられた。 
 

〔事務局案〕 

みなし健診とは、被保険者が診療で受けた健診検査項目と同様の検査結果を、

本人の同意の元、医療機関から保険者に提供することで、健診を受けたものと

みなす制度であり、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいている。被保険

者には、すでに病院にかかっていることから、特定健診の受診を控える方もい

る中、医療機関の検査結果の提供に本人の同意をいただくだけで特定健診を受

診したとみなすことができるため、受診率の向上が見込める。 

市町国保では令和元年度より県の事業（P13 参照）として実施しているが、

保険者協議会として実施に取り組むことで被扶養者の受診率の向上にもつな

がり、費用対効果が高いと思われる。 
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実施者 内容 期日 

❶ 市町 ・対象者を抽出し、案内を送付。

【様式１】（質問票・同意書・情報提供票）を案内に添付する。

❷ 本人 ・【様式１】等の案内一式、被保険者証、受診券を医療機関に持参する。

・【様式１】の質問票と同意書の部分を記入し、書類を提出する。

❸ 医療機関 ・案内、受診券等による対象者の資格確認及び提出書類の確認。

・【様式１】の情報提供票の部分に検査データを記載。

必須項目について、診療時に実施していない検査項目があれば検査を

実施し、検査データを記入

※一部の市町においては、必須項目以外に追加検査項目があります。

・【様式１】の記入漏れがないか確認する。

翌月５日までに、1か月分の対象者をまとめて提出 

（臨検検体回収担当者へ手渡しまたは郵送） 

・【様式２】（実施者名簿）を作成する。

【様式１】【様式２】を臨床検査センターへ提出する。

翌月５日まで 

❹ 臨床検査 

センター

・【様式１】（質問票・同意書・情報提供票）よりデータを電子化する。

・項目が未記入など入力できないものは、医療機関へ返送する。

・国保連合会にデータを送付する。

※【様式１】【様式２】は臨床検査センターで保管する。

翌々月５日 

まで 

❺ 国保連合会 ・市町へ費用請求（情報提供料、支払い手数料）

・特定健診等データ管理システムに登録する。

翌翌々月 

１０日まで 

❻ 市町 ・国保連合会へ支払い

❼ 国保連合会 ・医療機関へ支払い

❽ 臨床検査 

センター

・市町へ費用請求（電子化手数料） 年１回 

❾ 市町 ・臨床検査センターへ支払い

診療における検査データ情報提供及び受領手順

郡市医師会
県医師会

市 町 県

医療機関

①情報提供
内容、単価等
調整

②契約意向確認

③委任契約

④委任状の提出依頼

⑤委任状の提出

⑥
委託契約

契約市町
一覧作成

実施機関
一覧作成

（ﾃﾞｰﾀの電子化）

医師会臨床検査ｾﾝﾀｰ本
人

❶未受診者に
案内送付

❷【様式１】の
質問票と同意書
の部分を記入し
医療機関へ
提出

❸【様式１】に検査データ等を
記入し、【様式２】実施者名簿
とともに送付

❺特定健診管理
システムへの登録
請求（情報提供料等）

❻支払

❼支払

（支払い・請求事務）

国民健康保険団体連合会

❹電子データ送付

❾支払

❽請求
（データ電子化

手数料）
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1

国の「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」
に係る「診療所の承継・開業支援事業」について

石川県健康福祉部
地域医療政策課

資料２



2

本日は、昨年12月に国が策定・公表した「医師偏在の是正に向けた総
合的な対策パッケージ」のうち、

➢  重点医師偏在対策支援区域として選定する医療圏

➢ 先行して取り組むこととされた事項(診療所の承継・開業支援事業)

についてお諮りしたいと考えております。

本日ご協議いただきたい事項



3

R6.12.25策定・公表

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）

4



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）

厚生労働省から具体の候補区域として
「能登北部」の提示あり(R7.1.22)

5



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）

6

医療保険者等からの拠出金を財源とした「医師手当事業」については、令和9年4月1日からの実施に向け、国において制度
設計等の議論が進められています。制度の詳細が示されましたら、改めて協議させていただきます。

※「診療所の承継・開業支援事業」については、当該拠出金を財源としていませんが、経済的インセンティブは総合的なパッケー
ジで取り組むこととされており、現段階から皆様と協議をさせていただくこととなっております。



7

診療所の承継・開業支援事業実施要綱(抜粋)

１．目的 

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方
が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域（以下単に「支援区域」という。）と設定した上で、支援区域において診
療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行う
ことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。 

２．事業の実施主体 

都道府県が定める支援区域において、承継又は開業する診療所であって、都道府県の地域医療対策協議会及び保険
者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者とする。 

３．事業内容 

支援区域において、承継又は開業する診療所の施設・設備整備及び地域への定着に対する支援を行う。 

①施設整備事業
診療所の運営に必要な診療部門（診察室、処置室等）や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費 

②設備整備事業
診療所の運営に必要な医療機器等の購入費 

③地域への定着支援事業 

診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費 

４．支援区域の設定 

都道府県において、厚生労働省が提示する候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面
積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動
態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議して選定する。 

支援区域は、二次医療圏単位のほか、地域の実情に応じて、市区町村単位、地区単位等で選定できることとする。 

令和7年3月5日
医政発0305第13号厚生労働省医政局長通知
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診療所の承継・開業支援事業(概要)



補助対象 基準額 ㎡単価 補助率 補助金額(例)

①
施
設
整
備
事
業

診療所として必要な新築、増
築、改築及び改修に要する
工事費又は工事請負費及び
買収に要する経費

【基準面積】
〔診療所〕
無床    160㎡
有床（5床以下）240㎡
有床（6床以上）760㎡

〔医師住宅〕            80㎡
〔看護師住宅〕           80㎡

【㎡単価】
鉄筋コンクリート

484千円
ブロック

214千円
木造

355千円

 国   1/3

 県   1/6

事業者 1/2

〔木造の無床診療所（医師住宅併用）を開業
する場合〕
→(160㎡＋80㎡)×355千円=85,200千円‣国：28,400千円‣県：14,200千円‣事業者：42,600千円

②
設
備
整
備
事
業

診療所として必要な医療機
器等購入費

1か所あたり16,500千円  国   1/3

 県   1/6

事業者 1/2

16,500千円‣国：5,500千円‣県：2,750千円‣事業者：8,250千円

③
地
域
へ
の
定
着
支
援
事
業

診療所の運営に必要な経費
・人件費
・旅費
・備品費
・消耗品費
・印刷製本費
・通信運搬費
・光熱水料
・委託費 等

(1)診療日数に応じた額
①診療日数：1～129日

6,200千円＋(71千円×診療日数)

②診療日数：130日～259日
6,200千円＋(77千円×診療日数)

③診療日数：260日～
6,200千円＋(87千円×診療日数)

(2)訪問看護による加算額
25千円×訪問看護日数

※補助要件：総事業費＞診療収入であること

 国   4/9

 県   2/9

事業者 1/3

〔年間の診療日数240日であり、
  診療報酬が5万/日の場合〕
→6,200千円＋(77千円×240日)=24,680千円

 50千円×240日=12,000千円

 24,680千円ー12,000千円＝12,680千円

‣国：5,635千円‣県：2,817千円‣事業者：4,228千円

9

診療所の承継・開業支援事業(概要)

補助基準額等



支援対象
医療機関

開設者・
承継者

標榜
診療科

事業区分
承継・開業
（予定）時期

補助内容
総事業費
（千円）

補助率
補助金額
（千円）

備考

未定
（輪島市）

木下 静一 内科 承継 令和8年3月末

①
施設
整備

・病床数：0床
 ・構造：木造
 ・整備面積：150㎡

53,250 1/2 26，625

舩木クリニック
を承継予定

②
設備
整備

・内視鏡
 ・大腸カメラ
・採血機械

16,500 1/2 8,２５０

③
定着
支援

年間診療日数
 240日

12,675 2/3 8,450

柳田温泉医院
（能登町）

未定
内科
外科

整形外科
承継 令和9年3月末

②
設備
整備

携帯型X線撮影装置 15,950 1/2 7,975
施設整備は
なりわい補助
金を活用

承継・開業予定の医療機関（奥能登）

令和８年度に能登北部医療圏内で本事業を活用する意向のある医療機関は以下の
  とおり。

＜事業計画内容＞

※国がR9年度以降も本事業を継続する場合、2者とも「③定着支援」を活用する意向であり、本県としても支援予定 ※
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•  厚生労働省からは、重点医師偏在対策支援区域の候補区域として能登北部が提示されていること
を踏まえ、能登北部を選定することとしたいと考えております。

•  能登北部においては、２者が令和8年度に「診療所の承継・開業支援事業」の活用を希望している
ことから、これらを本事業の支援対象に選定することとしたいと考えております。
【支援対象者】
① 木下 静一 氏（医療機関名未定）
② 柳田温泉医院（承継者未定）

•  「診療所の承継・開業支援事業」以外の経済的インセンティブ（特に医師手当事業等）に係る区域
の選定や支援対象については、制度の詳細が示されてから、改めて協議させていただきます。
※重点医師偏在対策支援区域については、事業ごとに定めてよいこととされており、
・「診療所の承継・開業支援事業」の区域を能登北部に定めた場合でも、
・「医師手当事業」の区域を別の地域に定めることも可能

 とされています。

11

お諮りしたい事項



マイナ保険証の利用促進について

令和７年１１月１０日
石川県健康福祉部医療支援課

資料３



従来の健康保険証は、令和６年１２月２日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証を
基本とする仕組みに移行

【経過措置】
令和６年１２月２日までに発行済みの健康保険証は、最長で１年間（令和７年１２月１日
まで）使用可能

※有効期限が令和７年１２月１日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、
                   その有効期限まで

【資格確認書】
マイナ保険証を保有していない方等に対しては、保険者から「資格確認書」が交付（※）
され、引き続き保険診療を受けることが可能

※マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をして
いない方等については、本人の申請によらず保険者から交付される（職権交付）

【資格情報のお知らせ】
マイナ保険証を保有している方等に対して、自身の被保険者資格を簡易に把握できる
よう、新規資格取得時や７０歳以上の負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」（※）
が保険者より交付される
※オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等で、マイナ保険証と併せて提示することにより、受診可能

マイナ保険証への移行について

1



オンライン資格確認の利用状況
（R7.10.16第200回社会保障審議会医療保険部会資料）

2



マイナ保険証の利用率（１）都道府県別（令和７年９月）

＜出典＞R7.10.16 第200回社会保障審議会衣装保険部会資料

注）順位は県が追加したものであり、利用率の小数点第三位未満が不明のため、同じ利用率の県の順位は前後する可能性がある 3

順位

39.06

39.25

39.25

39.37

39.44

39.61

39.84

39.86

40.66

41.30

41.76

43.34

43.67

43.87

45.19

52.22

0% 20% 40% 60%

16佐賀県

14熊本県

14鳥取県

13滋賀県

12奈良県

11栃木県

10福島県

9山形県

8山口県

7宮崎県

6石川県

5新潟県

4島根県

3鹿児島県

2富山県

1福井県

35.32

35.32

35.43

35.62

35.65

35.73

35.91

36.05

36.89

37.33

37.48

38.27

38.50

38.66

38.73

39.01

0% 20% 40% 60%

30福岡県

30岡山県

29徳島県

全国

28神奈川県

27岐阜県

26山梨県

25香川県

24青森県

23群馬県

22長崎県

21静岡県

20茨城県

19岩手県

18広島県

17千葉県

22.72

27.34

30.03

31.04

31.92

32.54

32.71

33.21

33.26

33.41

33.97

34.56

34.90

35.03

35.12

35.25

0% 20% 40% 60%

47沖縄県

46和歌山県

45愛媛県

44大阪府

43秋田県

42東京都

41宮城県

40愛知県

39高知県

38北海道

37長野県

36三重県

35兵庫県

34京都府

33埼玉県

32大分県

※ 利用率＝マイナ保険証利用件数÷ オンライン資格確認利用件数



32.7% 32.7%
34.9% 35.5%

41.0%
42.5%

50.1%
52.5%

27.0% 27.5%
29.1% 29.8%

34.1% 35.4%

43.6%
45.0%

20%

30%

40%

50%

60%

R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9

24.9% 25.1%
26.7% 27.5%

32.6% 33.1% 32.7%
36.0%

21.4% 22.0% 23.0% 23.5%

27.9% 28.4% 28.8%
30.8%

20%

30%

40%

50%

60%

R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9

マイナ保険証の利用率 （２）保険制度別の推移

被用者保険

後期高齢者医療制度

市町村国保

全国

石川県

全国

石川県

※ 利用率＝マイナ保険証によるオンライン資格確認件数
÷ オンライン資格確認件数

（厚生労働省社会保障審議会医療保険部会における利用率とは異なる）
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33.0% 33.2% 34.5% 35.7%

41.5%
43.0% 44.1% 45.5%

25.9% 26.5%
28.4% 29.3%

32.8% 33.6%
36.3% 37.2%

20%

30%

40%

50%

60%

R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9

石川県

全国

＜出典＞厚生労働省「マイナ保険証利用率ダッシュボード
（医療保険者等向け・市区町村等向けデジタルPMO）」

利用率は上昇・全国平均より高い



石川県保険者協議会構成保険者 R7.2月 R7.3月 R7.4月 R7.5月 R7.6月 R7.7月 R7.8月 R7.9月

健康保険組合

澁 谷 工 業
健 康 保 険 組 合

30.1% 31.0% 28.9% 32.7% 37.6% 41.1% 40.5% 41.2%

北 陸 情 報 産 業
健 康 保 険 組 合

33.6% 34.0% 35.4% 36.1% 42.4% 44.1% 44.8% 45.7%

け い じ ゅ
健 康 保 険 組 合

39.9% 38.2% 41.1% 44.1% 46.9% 49.6% 47.7% 48.7%

全国健康保険協会
全国健康保険協会
石 川 支 部

28.9% 29.9% 30.8% 31.5% 35.4% 36.3% 38.2% 39.0%

共済組合
公立学校共済組合
石 川 県 支 部

30.1% 31.8% 32.9% 34.2% 38.2% 39.9% 43.0% 43.3%

市町村国保

金 沢 市 31.5% 31.0% 33.2% 34.4% 39.2% 41.3% 48.9% 51.5%

珠 洲 市 34.5% 34.5% 36.2% 37.9% 44.3% 44.8% 53.4% 56.3%

白 山 市 33.3% 33.2% 35.6% 36.2% 42.3% 44.7% 51.9% 55.5%

津 幡 町 31.3% 32.2% 35.5% 35.0% 42.4% 43.6% 52.5% 52.8%

国保組合
石 川 県 医 師
国民健康保険組合

31.2% 31.2% 34.1% 33.7% 38.9% 41.3% 51.0% 53.9%

後期高齢者医療
石川県後期高齢者
医 療 広 域 連 合

24.9% 25.1% 26.7% 27.3% 32.6% 33.1% 32.7% 36.0%

マイナ保険証の利用率 （３）保険者別の推移

5＜出典＞厚生労働省「マイナ保険証利用率ダッシュボード」（医療保険者等向け・市区町村等向けデジタルPMO）



健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、
カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局で利用できる

令和７年９月１９日から、機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能

マイナンバーカードをスマートフォンに追加した場合でも、
実物のマイナンバーカードは引き続き利用できる
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意

【事前準備・設定】

医療機関・薬局に行く前に、

１．マイナンバーカードの健康保険証の利用登録

２．スマートフォンにマイナンバーカードを追加

３．スマートフォンの利用に対応した医療機関・薬局の確認

厚生労働省ホームページで検索可能

スマートフォンのマイナ保険証利用

6



国が先頭に立って、医療機関・薬局、保険者、経済界が一丸となり、
より多くの国民の皆様にマイナ保険証を利用し、メリットを実感していただけるよう、
あらゆる手段を通じてマイナ保険証の利用促進を行っていく。

マイナ保険証の利用促進に向けた取り組み

第174回社会保障審議会医療保険部会資料抜粋

7 

【国の取組】
・ホームページ 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

・広報素材（リーフレット、Webサイトバナー等）の提供  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html

・広報動画の提供 「私たちをもっと守る、マイナ保険証」 ※健康保険組合連合会制作・公開

（左）
リーフレット  
「マイナ保険証利用時には
電子証明書の有効期限
をご確認ください！」

（右）
動画
「私たちをもっと守る、
マイナ保険証」チラシ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html


【県の取組】
・ホームページ、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）での周知 等

8

マイナ保険証の利用促進に向けた取り組み

令和７年７月２８日県公式LINE投稿

Ｑ．マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか。

Ａ．マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報（医療情報、税や年金など）
は入っていません。

また、カード裏面のマイナンバー（12桁）を知られただけでは悪用されません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用した際、医療機関・薬局が参照
できるデータは、保険資格情報とご本人の同意があった場合のみ医療情報
（過去のお薬・診療内容等）です。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある
質問」より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html
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＜参考＞全国の保険者、医療機関等における取組事例

保険者
・ＨＰ、ＳＮＳ、新聞広告、広報誌での周知
・社内報への掲載
・更新保険証等の送付時にチラシ同封
・新規保険証へのマイナちゃんシール貼付け
・社内の研修、打合せ等の際に周知
・入社式での呼びかけ 等

医療機関等
・ポスターの掲示、パンフレットの設置・配布
・患者への声かけ（「マイナンバーカードをお持ちでしょうか？」）
・メリット等をデジタルサイネージで放映
・マイナ保険証専用受付の設置 等

マイナ保険証の利用促進に向けた取り組み



＜石川県保険者協議会としての取り組み＞
リーフレットを活用した利用促進（案）

※厚生労働省作成のリーフレットのひな型を活用

後日、保険者各位にリーフレットのデータをお送りさせていただきますので
チラシ・ポスター・ホームページ掲載等に積極的にご活用ください！

10

利用
手順

利用
登録

よくある
質問

メリット

経過措置
資格確認書

「石川県保険者協議会」及び
「石川県」のクレジットを追加



！ マイナンバーカードを保険証として利用するための登録は、

以下のいずれかの方法でできます。

■利用登録の方法（①～③のいずれかでできます）

①医療機関・薬局の受付（カードリーダー）で行う

②「マイナポータル」から行う

③セブン銀行ATMから行う

裏面もご覧ください

とっても
カンタン！

医療機関等を受診の際は

マイナンバーカード
をご利用ください



よくある質問

マイナンバーカードには、医療情報などのプライバシー性の
高い個人情報は入っていません。

また、カードの裏面のマイナンバー（12桁）を知られただけでは悪用されません。

マイナンバーカードに大事な情報が入っているのでは？
持ち歩いて失くすのが怖いのですが…

マイナンバーカードを使うメリット

マイナンバーカード
の保険証利用につい
てもっと知りたい方
はこちら

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や
他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える
支払いが免除されます

① より良い医療を受けることができる

③ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

② 救急現場でも使える

今後、救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、
搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます

石川県
石川県保険者協議会

● 令和6年12月2日の時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月２日以降、
最長１年間（令和7年12月１日まで）使用可能です。

● 令和6年12月２日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある
健康保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付さ
れ、引き続き、医療機関・薬局等を受診することができます。

● マイナ保険証をお使いの場合は、マイナンバーカードの券面にある電子証明書
の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意下さい。
※ 券面に記載がない場合は、発行から５回目の誕生日までです。マイナポータルでも確認できます。







https://www.kojinbango-card.go.jp/download/
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/
https://myna.go.jp/


https://youtu.be/eajIECLxXVs
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
https://x.com/mhlwitter


石川県の医療費について（令和５年度）

- 1 -

一人当たり実績医療費及び対全国比（全制度計）

計 入院 入院外 歯科

対全国比 順位 対全国比 順位 対全国比 順位 対全国比 順位

円 円 円 円

全国平均 366,217 1.000 － 143,699 1.000 － 196,809 1.000 － 25,710 1.000 －

高知県 470,735 1.285 1 238,697 1.661 1 208,536 1.060 13 23,502 0.914 27

鹿児島県 452,245 1.235 2 217,106 1.511 2 211,916 1.077 6 23,223 0.903 30

長崎県 447,956 1.223 3 210,009 1.461 3 211,182 1.073 8 26,766 1.041 11

大分県 442,149 1.207 4 204,290 1.422 4 216,460 1.100 3 21,399 0.832 43

徳島県 441,467 1.205 5 197,117 1.372 6 216,741 1.101 2 27,609 1.074 9

山口県 435,141 1.188 6 197,565 1.375 5 211,646 1.075 7 25,930 1.009 13

北海道 430,434 1.175 7 194,807 1.356 8 210,802 1.071 9 24,826 0.966 19

佐賀県 428,180 1.169 8 188,156 1.309 9 214,270 1.089 5 25,754 1.002 15

熊本県 423,095 1.155 9 195,704 1.362 7 201,613 1.024 22 25,778 1.003 14

島根県 412,719 1.127 10 181,004 1.260 10 208,924 1.062 12 22,791 0.886 35

香川県 411,984 1.125 11 163,052 1.135 20 219,948 1.118 1 28,984 1.127 2

和歌山県 406,480 1.110 12 165,540 1.152 17 216,346 1.099 4 24,594 0.957 20

福岡県 404,028 1.103 13 179,693 1.250 11 196,426 0.998 25 27,909 1.086 6

愛媛県 402,818 1.100 14 168,085 1.170 13 210,479 1.069 11 24,255 0.943 22

秋田県 400,786 1.094 15 165,685 1.153 16 210,569 1.070 10 24,532 0.954 21

宮崎県 395,212 1.079 16 166,146 1.156 15 205,639 1.045 18 23,427 0.911 28

大阪府 392,519 1.072 17 152,744 1.063 27 207,151 1.053 15 32,624 1.269 1

岡山県 391,496 1.069 18 165,248 1.150 18 197,903 1.006 24 28,345 1.102 5

兵庫県 389,665 1.064 19 152,962 1.064 26 208,032 1.057 14 28,672 1.115 3

広島県 389,391 1.063 20 157,206 1.094 22 204,511 1.039 19 27,674 1.076 8

奈良県 387,589 1.058 21 154,637 1.076 25 206,666 1.050 17 26,286 1.022 12

鳥取県 386,836 1.056 22 172,149 1.198 12 191,636 0.974 34 23,052 0.897 32

山形県 379,208 1.035 23 152,568 1.062 28 202,529 1.029 20 24,112 0.938 24

京都府 376,577 1.028 24 155,515 1.082 24 195,712 0.994 26 25,349 0.986 16

富山県 374,754 1.023 25 166,470 1.158 14 186,061 0.945 42 22,223 0.864 41

青森県 372,511 1.017 26 144,939 1.009 29 207,120 1.052 16 20,453 0.796 45

石川県 372,289 1.017 27 163,060 1.135 19 188,695 0.959 39 20,535 0.799 44

福井県 367,143 1.003 28 158,695 1.104 21 188,013 0.955 40 20,435 0.795 46

岐阜県 359,143 0.981 29 129,444 0.901 38 201,918 1.026 21 27,781 1.081 7

三重県 357,907 0.977 30 138,873 0.966 32 195,008 0.991 28 24,026 0.934 25

長野県 356,578 0.974 31 143,301 0.997 30 189,891 0.965 37 23,386 0.910 29

山梨県 356,304 0.973 32 140,103 0.975 31 193,935 0.985 31 22,266 0.866 40

岩手県 352,943 0.964 33 134,764 0.938 35 195,295 0.992 27 22,884 0.890 34

福島県 351,299 0.959 34 135,980 0.946 34 192,942 0.980 33 22,378 0.870 39

静岡県 348,464 0.952 35 126,810 0.882 41 199,002 1.011 23 22,651 0.881 38

群馬県 347,006 0.948 36 137,258 0.955 33 186,987 0.950 41 22,761 0.885 36

宮城県 345,301 0.943 37 128,846 0.897 39 193,400 0.983 32 23,055 0.897 31

沖縄県 342,596 0.935 38 155,968 1.085 23 166,748 0.847 47 19,880 0.773 47

栃木県 341,546 0.933 39 127,467 0.887 40 191,080 0.971 35 23,000 0.895 33

新潟県 340,975 0.931 40 134,296 0.935 36 182,775 0.929 45 23,904 0.930 26

愛知県 340,560 0.930 41 117,949 0.821 44 194,015 0.986 30 28,596 1.112 4

茨城県 334,870 0.914 42 124,387 0.866 42 188,851 0.960 38 21,632 0.841 42

滋賀県 334,722 0.914 43 132,692 0.923 37 179,309 0.911 46 22,721 0.884 37

神奈川県 333,736 0.911 44 116,344 0.810 46 190,290 0.967 36 27,102 1.054 10

東京都 333,609 0.911 45 114,035 0.794 47 194,369 0.988 29 25,204 0.980 18

千葉県 329,876 0.901 46 120,677 0.840 43 183,984 0.935 44 25,215 0.981 17

埼玉県 326,145 0.891 47 117,571 0.818 45 184,455 0.937 43 24,120 0.938 23

出典：令和５年度（2023年度）医療費（電算処理分）の地域差分析（厚生労働省）

資料４



一人当たり医療費上位１０疾病

一人当たり医療費上位４疾病の保険制度別内訳（石川県）

- 2 -

石川県

順位 疾病分類名 石川県(*1) 全国(*1)
全国

順位 差(*2) 比(*3)

1 高血圧性疾患 20,807 22,747 1 ▲ 1,939 91.5

2 糖尿病 18,212 14,364 5 3,848 126.8

3 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 17,956 15,996 3 1,960 112.3

4 その他の心疾患 15,223 14,421 4 803 105.6

5 歯肉炎及び歯周疾患 13,806 20,042 2 ▲ 6,237 68.9

6 骨折 11,915 13,139 6 ▲ 1,224 90.7

7 その他の消化器系の疾患 10,209 10,379 8 ▲ 170 98.4

8 脳梗塞 9,603 9,242 9 361 103.9

9 その他の神経系の疾患 9,446 7,917 11 1,529 119.3

10 腎不全 8,957 12,878 7 ▲ 3,921 69.6

全疾病 372,289 366,217 ー 6,072 101.7

(*1) 単位：円　　(*2) 石川県 ー 全国　　(*3) 全国を100とした場合の石川県の比率
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